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はじめに

大学の 法人化に 伴 い
､ 有害業 掛 こ関わる管理は人事院規則 に よる規制から､ 労働安全衛生法に よる規

制に移行する｡
こ れまで

､ 有害業掛 こ 関わる管理 に つ い て
､ 個人 の健康管理 に つ い て は全学の保健セ ン

タ ー などが対応して き て い る が
､ 施設や作業 の管理 に つ い て は固有の組織をもたず ､ 各部局ある い は各

教室などで管理を行っ て きた｡

一 方､ 学部学生や大学院生が有害作業に携わる場合が少なくな い o こ れ

まで学生の 安全確保に つ い て は職員に準じた管理がなされ て きたが
､ 学生 の安全を確保する法令は整備

され て い な い
｡ 大学法人化後に は､

こ の ような管理 の責任は各大学法人が負う こ と に なり､
より

一

層責

任体制を明確 に した管理が望まれる
｡

労働安全管理を推進するに は､ 労働者自身も危険の防止対策などに つ い て十分な知識 ･ 技能を身に つ

け て おく事が不可欠で ある｡ 技術職員 に お い て も､ 労働安全衛生 の認識の有無は安全衛生管理 に 大きな

影響を及ぼすため危険 ･ 有害業務の認識は重要 で ある｡ とく に 研究室 で は毎年多数の 卒研生が入 っ て く

るが安全知識は様々で ある｡ 様々と い う こ とは非常に 危険な場合もあるわけ で ､ 万が 一 の事故を起 こ さ

な い 為 に も安全衛生管理は こ ちらが十分に注意をする必要がある
｡

そ こ で今回は こ の ような有害化学物質の 危険性と安全管理 に つ い て考える｡

有害化学物質とは

どんな化学物質で も
､ 大量 に摂取すればす べ て有害となる｡ 従 っ て

､ 有害かどうかは身体が吸収する

量で決まる｡ 普通､ 化学物質は固体よりは液体､ 液体よりは気体と小さな粒子 で あればある程有害性は

高くなる｡ 常温で液体や固体で も蒸気を発生する物質もあり､
そうすると作業者が吸入 しやすくなる｡

人 へ の影響は物質の有害性､ 曝露量(空気中濃度と作業時間) ､ 作業強度が関連する｡

以下に有害化学物質の 危険性に つ い て ､ 固体､ 液体､ 気体に分けて簡単に述べ る｡

( 1) 固体

有害性の高 い 化学物質で も
､ 固体で

､
しかも大きな塊として 作業場に存在するなら

､ 作業員の 身体に

障害を及ぼす こ とはあまりな い ｡ しかし､ 小さな粒子となり､ 環境空気中に飛散し人体に吸入 されると
､

問題を生じる こ とがある｡ 通常､ 粉じんと ヒ ュ
- ムに わけられる｡

粉じん状の化学物質は空気中に拡散し
､

主 に 呼吸器官か ら吸収されるが､ 手などに付着して気付かず
､

食事中などに 飲み 込む こ ともある｡ 吸入した場合､ 大きな粒子だと喉や気管支な どの側壁 の 粘膜に付着

して肺胞ま で達せず､ 有害性は低くなる
｡

また､ ごく小さな粒子は肺胞ま で達して も再び呼気とともに

吐き出され て しまう
｡

しかし､ 大部分が微粒子 の ヒ ュ
- ム( 固体が加熱され溶融し､ 気化 したも の が直ち

に 空気中で 常温に 冷やされ微細な粒子 に な っ たも の) の場合は吸入する可能性が高く ､ 吸入された粒子は

肺の奥に 入り､
血液中に移行しやすくなる｡

( z) 液体

通常は空気中に 飛散しに く い の で有害性も低 い が
､ 特に 高温の 作業場所だと蒸気とな っ て 空気中に移

行する可能性がある｡ また
､ 液体の まま微粒子(ミス ト) とし て空気中に 飛散する こ ともある｡

( 3) 気体

常温で気体の物質､ または常温で液体や固体で も蒸気圧 の高 い 物質は蒸気となり吸入されやすくなる
｡

蒸気圧の 高い 代表的なも の は有機溶剤や水銀で
､ 呼吸 に よる吸入 で 中毒を起 こ しやすくなる｡

以上の ように ､ 有害化学物質 は 固体､ 液体､ 気体 の ど の状態 に お い て も非常 に 危険な物質 で あり､ 取

り扱 い に は十分な注意が必要 で ある｡

有害化学物質取 り扱い の基本的な心得

こ こ で は有害化学物質取り扱い の 基本的な心得を示す｡

･ 薬品は
､ 取り扱 い 箇所 (研究室 ､ 実験室等) の責任に お い て安全に利用し､ また安全 に保管 ･ 管理す

る こ と

･ 化学薬品を使用す る ときは､ その性質を熟知し
､

火炎 ､ 爆発､ 薬傷を未然 に 防止 しなければならな い

･

万
一

危険に おかされた場合に とる べ き処置も調べ て おき
､

その対策をた て て から使用する こ とが望ま

しい
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･ その ため にも ､ 薬品量 の把握, 薬品性状の把握を常時行う こ と

以上の ような こ とが考えられる
｡

こ の よう に有害化学物質を取り扱う上 で ､ その有害化学物質の性状を知る こ とは大切な こ と で ある｡

例えば研究室で よく使用する ｢ アセ トン｣ は労働安全衛生法で は ｢ 第二種有機溶剤｣ に
､

また消防法で

は ｢ 第四類引火性液体｣ の ｢ 第
一

石油類｣ に指定され て おり､ 引火点に関して はガ ソ リ ン とほ ぼ同程度

で ある｡ しかしながら研究室 で は ｢ 毒物及び劇物取締法｣ に指定され て い な い の で 取り扱 い に際して あ

まり注意を払 っ て い な い よう に 思われる｡ こ の ような場合に は表に 示すような国際化学物質安全カ
ー

ド

ある い はM S D S( M a t e ri al S a f e t y D a t a S h e e t) を利用する こ と に より､ アセト ン の性状をより詳しく知る

こ とがで き
､ 有害化学物質の安全管理に役立 たせる こ とが で きるo

表1 国際化学物質安全カ ー ドの例

【アセ トン】 I C S C 番号 0 0 8 7

物性

沸点 : 5 6
○

C

融点 : - 9 5
o

C

引火点 : - 1 8
○

C

発火湿度 : 4 6 5
o

C

物理的危険性 こ の 蒸気 は空気より重く
､
地面あ る い は床に 沿つ て移動す る こ とが あ る

○ 遠距離引火の 可能性が あ る
o

化学的危険性

酢酸､ 硝較､ 過酸化水素な どの 強酸化剤と接触す ると
､ 爆発性過酸化物を生成す る こ とが あ るo

塩基性条件で クロ ロ ホル ム､ ブ ロ モ ホル ム と反応 して ､ 火災お よび 爆発の 危険を もた らす
o

プラス チ ッ クを侵す○

暴露の 経路 吸入に よ り
､

あ るい は種皮的に体内に吸収され る○

吸入の 危険性
こ の物質が2 0

o

C で気化す る と
､ 空気が汚染され て急速に有害濃度に達す る こ とが あ る

○
しか し

､ 拡散す

ると はる かに 速く有害濃度に達す る○

短期暴露の 影響
こ の蒸気は眼､ 気道 を刺激す る

o

こ の 物質は 中枢神経系､ 肝臓､ 腎擬､ 消化管に影響を 与える こ とがあ る
o

長期 または反 復 反復 して ある い は長 期に わ たり 皮膚に接触す ると､ 皮膚炎を起 こす こ とがあ る
○

暴露の 影響 こ の物質は血 液お よび骨髄に影響を 与える こ とが あ る
○

火災
一

次災害 : 引火性が高い ○

予防 : 裸火禁止､ 火花禁止､ 禁煙o

吸入

急性の有害性/ 症状 : 咽頭痛､ 咳 ､ 錯乱､ 頭痛､ め まい
､

し眠､ 意識喪失○

予防 : 換気､ 局所排気､
また は呼吸用保護具o

応急処置 : 新鮮な空気､ 安静o
医 療機関に連絡す る○

皮膚

急性の 有害性/ 症状 : 皮膚の 乾燥○

予防 : 保護手袋o

応急処置 : 汚染さ れた衣服を脱がせ る
o 多量の 水か シ ャ ワ

ー

で皮膚を洗い 流す○

眼

急性の有害性/ 症状 : 発赤､ 痛み ､ か すみ 眼､

■

場合 によ つ ては角膜損傷○

予防 : 安全眼鏡あ る い は顔面シ
ー

ル ド
o

コ ン タ クト レ ン ズを つ けて はな らな い o

応急処置 : 数分間多量の 水で 洗い 流 し(でき れば コ ン タク ト レン ズをは ずして) ､ 医師に 連れて 行く
○

経口摂取

急性の有害性/ 症状 : 吐 き気､ 唱吐
○ 他の 症状に つ い て は ｢ 吸入｣ 参照o

予防 : 作栗中は飲食､ 喫煙を しな い .

応急処置 : 口 をす す ぐo 医療機関に 連絡す る
o

漏洩物処理

換気○

漏れた 液を密閉式の 容器に集め るo

残留液を砂ま たは不活性吸収物質に吸収させ て安全な場所 に移す○

下水に流 して はな ら ない
o

多量の水で 洗い 流すo

有害化学物質を取り扱う際の注意事項

次に 有害化学物質を取 り扱う際の 注意事項を示す｡

･ 実験室 に 必要以上 の薬品を持ち込まな い

･ 保管 ･ 収納場所は
､ 近く に熱源 ( 直射日光､ 火気など) がなく､ 通気の良 い 適切な場所に する こ と

･ 単独で実験を行わな い
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･ [ LL r]:日英D

U

r, の 取り# れ ､ に つ い て ､ 中途半端な知識をもと に 実験しな い

･ 消火旨旨､ 医薬品を確認 し
､ 危険時の 対応方法を考え て おく

･ 保護メ ガネを常用するように 習慣づける

･ 少しで も危険性の あ る均質を初めて 取り扱う際に は
､

必ず事前に 少6;-を用 い て 予備実験で馴れ
､ そ の

後､ 壷を増 や す

･ 気体の 発生､ 爆発が予想さ れ る薬 u

rl

u を使 岡す る場 合は ､ あらかじめ周囲 へ の 影響を考慮し､ 必要に応

じ て 防讃月臥 防讃岐を用 い る

･ 毒性 ､ 腐食性の あ る薬品はドラフ ト内で使用す る

･ 容器に 入 っ て い る 薬品は､ 必要以上に振 っ たり､ 温度を上げたり
､ 倒したり衝撃を与えたりしない

･ 古くな っ た薬品 ､ 変色し た典品､ ラ ベ ル の な い 薬品は使H ル な い

･ 薬品を運搬するときは､ 大きなポリ容器 ( バ ケ ツ など) に 入れ ､ お互 い に接触し て容器が破損 しな い

よ うに 席などを間に は さむ

･ 転倒防止対策 : 保管睡に は地震等に よ る 転倒防止 の才寸策を講じ る こ と<, ま た､ 保管庫申の 薬品 が落下

あ る い は ､ 薬r ,
u

n どう しが接触し破損､ 混蝕する こ と の な い 対策を講じる こ と

･ 空 に な っ た薬品瓶 は 必ず自分 で 洗浄し
､ 典品が付着 し て い な い 状態 で清掃担当者に処分 して もらう｡

特 に 有機沼媒などが少量残 っ た状態 で 廃棄 しな い

等があげられ､ 実際に 研究室 で は 写真に 示すような安全対策を施して い る｡

毒物 ･ 劇物用 の薬品庫は該当す る す べ て の研究室 に 用

意さ れ ､ そ の 中で 管理され て い る が
､

それ以外 の 薬品

玩 ( 労働安全衛生法で指定の 有機溶剤､ 消防法 で指定

の 危険物) も で きれば保管庫に 入れ て おく こ とが望ま

し い ｡ また可能な薬品に関し て は
､ 容器はガラ ス 製 で

なくポリ エ チ レン 製 に す る こ こ に より安全性 が 高めら

れ る
｡

毒物
･

劇物等 の 有機溶剤や金属等の 微粒子を取り扱う

場合は､ ドラ フ トチ ャ ン バ ー

内で 使用する こ とが望ま

し い ｡

それが因襲琵な場合に は､ 写真に示すような場所を自由

に移動す る こ とが出来､ しか も フ ー ドがフ レキ シ ブル

に動くア ー ムダクトを使用すると よ い ｡ また同時 に白

衣､ 手袋､
マ ス ク､ 保護メ ガネ等を着用する こ と｡

研究室 の 天井 の 様子で あり､ 装t暫毎 に こ の よ うな設備

がなされて い るo

①通常 の換気扇 に加え､ 写真 の ような換気扇が設置さ

れ て おり､ 真空排気装置 の排ガス等を室外 に排出して

い る｡

②ガ ス の 配管で あり
､

圧縮空気､ 高純度ア ル ゴン ガ

ス
､ 窒素ガス が集中管理され て い る｡

③研究室に あ る 実験装置は循環冷却水装置 に より冷却

され て い る o 水資源に配慮したも の で あるo
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実験廃棄物

前の 写宍の 言･ で 説明したガ ス の集l-L7 管理室 で あ る
｡

1 . 5 1 1 1 × Z . 5 Ill程 の 大きさ の 部屋を特別 に 作り､ その 中

で ガ ス を管理 し て い るo

高圧ガス に は不活性ガス( ヘ リウ ム , 窒素､ ア ル ゴ ン
､

クリプト ン 等) の他に
､ 可燃性ガ ス(水素､

ア ン モ ニ

ア) ､ 毒性ガス(ア ン モ ニ ア) ､ 支燃性ガス(酸素) があ

り ､ 十分な安全管理が必要で ある
｡

教育研究活動 に 伴 っ て 発生す る 実験廃棄物 ( 実験廃液 ･ r.q 体廃棄物 ･ 不用薬品) は､ 排出者が責任を

持 っ て収集し
､ 環境保全セ ン タ ー に粍入す るo 実験廃棄物の収集に は手記触発火などの 危険が伴う場合も

ある ため､ 内容物をよ く確認 し た上 で 安全 に 行うo

地富等の災害時

最後に 地震等の 災害時に おける有害化学物質の 取り扱い に つ い て 考える( ,

･ ま ず身の安全を は か る.)

･ ドア付近の 人は ドア を開け､ 出口 を確保す る.,

･ 窓ガラ ス の 飛散を防ぐため､ 窓 の カ ー テ ン を閉める｡

･ 衣類 ･ 持ち物などで 頭を背 い
､ 落下物 ( 黒板 ･ T V モ ニ タ

ー
. 蛍光ilT など) か ら身を守るu

･

窓際から離れ
､ 机 の 下などに もぐり体勢安定 の ため机 の脚を押さえる

o

※ 特に実験室などに い た場合は
､ 次の 事項 に 留意す るo

･ 直ちに 火の始末を し
､

電気器具 の 電i蝶を 切るo なお
､ 揺れが大きく火 の 始末が不可能な時は

､
まず身

の 安全をはか る｡

･ 化学薬品 のi昆触などに より火災がお こ っ た場合は､ 摺れがぁさま っ て か ら近く の 消火器 で 初期消火活

動をするo

･ 火災で
一 番怖 い の が煙 で すo

ハ ン カチを 口 に あ て る等し て 絶対に 吸わな い よ うに する ｡

･ ドア を開放したまま非安匝す る o ただ し､ 火災が発
′

｣三し､ 消火不能の場合は ドア を閉め非難す るo

･ 隣室等の在室者の 有無を確認す る
. ,

･t
_

h
'
･

･ 有害化学物質の 取扱い 上の注意事項 の 周知

･ 危険性 ･ 有害性の把握
･ 安全衛生教育の実施
･ 容器等 へ の 必要事項の 表示
･ ばく霜防止対策
･ 適切な保管 ･ 廃棄
･ 健康管理

などの 対策を講じ､ 有害化学物質の 適切な管理を進めて い く こ とが大切で あり､ 常日頃か ら有害化学物

質の 取り扱い に は十分注意を し
､ 事故が起 こ らな い よう に安全管理を徹底する こ とが重要 で ある

o

また不幸にして事故が起 こ っ た場合には ､ その 事故の 拡大を最小限 に ぁさ えられるように､ 事前に対

策を立 て て おく必要があるo

最後に こ の 報告が 少しで も学生と教職員 の 安全に 役立 て ば幸 い で あ る Q

【安全衛生診断結果報告】

中央労働災害防止協会中郡安全衛生サ
ー ビ ス セ ン タ

ー

に よ っ て 平成1 5 年5 月 に 実施された安全衛生診断

結果報告の 中の有害化学物質に関する項目を 一

部添付し て おく｡

ク ロ ロ ホル ム (第l 種有横溶剤)
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ベ ン ゼ ン

ヘ キサ ン

テトロ ヒ ドロ フ ラ ン

アセ ト ン

メタノ ー ル

イ ソプロ ピル ア ル コ ー ル

(第2 種有機溶剤)

(第2 種有機溶剤)

(第2 種有機溶剤)

( 第z 種有機溶剤)

( 第2 種有機溶剤)

( 第2 種有機溶剤)

現状で は､ 上記の有機溶剤等の 取扱い 作業が行われ て い るが
､ 各々 の作業場所ごとで 有機溶剤中毒予

防規則第2 条の 許容消費量を超 えて使用すれば
､ 有機溶剤中毒予防規則が全面的に適用される こ ととなる.

例えば､

(1) 局所排気装置 の 設置 ( 有機溶剤中毒予防規則第5 条)

ドラフ トチ ャ ン バ ー 内で ､ 有機溶剤取扱い 作業が行われ て い る例もあるが､

一

部 の相当量 の有機溶剤を

使用す る有機溶剤取扱い 作業 ( 有機溶媒等) がドラ フ トチ ャ ン バ ー

外 の
一

般実験台の 上 で 行われ て い た｡

当該作業場所に は ､ 局所排気装置 の 設置がされ て い 凱 ､ が ､ 有機宿割中毒予防規則第2 条に定める
､ 適用

除外となる使用量を超える場合に は
､

局所排気装置を設置する必要がある
｡

なお
､

当該実験室 の 全体換

気を行う換気扇 の 設置がされ て い な い 場合と
､ 設置され て い て も稼動させ て い な い 場合が相当数認めら

れるが､ 少量､ 微量の有機溶剤使用 の場合で あ っ て も､ 最低限､ 換気扇の 設置及び常時稼動が望ましい
｡

(z)有機溶剤の濃度測定 ( 有機溶剤中毒予防規則第2 8 条)

有機溶剤中毒予防規則 に規定される第1 種有機溶剤､ 第2 種有機溶剤を使用する作業場所ごと に
､ 当該有

機溶剤の濃度測定を6 月以内ごとに 1 回実施する必要がある｡

(3) 有機溶剤健康診断 ( 有機溶剤中毒予防規則第2 9 条)

有機溶剤中毒予防規則 に 規定される有機溶剤業務に従事す る労働者に つ い て ､ 有機溶剤健康診断を6 月以

内ごとに1 回実施する必要がある｡

(4) 有機溶剤等の貯蔵 ( 有機溶剤中毒予防規則第3 5 条)

有機溶剤等の廃液等を屋内に貯蔵する際に ､ 廃液容器 の 口 に じ ょ うごをさしたままに したり､ ふたをし

て い な い もの が み られた｡ 廃液も有機溶剤等 で あれば､ 有機溶剤等が こ ぼれ ､ 漏洩し
､

しみ出し､ 又は

発散するおそれ の な い ふた又は栓をした堅固な容器 に 改善する必要がある｡

(5) 掲示 ( 有機溶剤中毒予防規則第2 4 条)

屋内作業場所に お い て 有機溶剤業務に労働者を従事させるときは､
｢ 有機溶剤の 人体に及 ぼす作用｣ な

ど法定 の事項を見やす い 場所に掲示す る必要がある
｡

(6)有機溶剤等の 区分の表示 ( 有機溶剤中毒予防規則第2 5 条)

屋内作業場に お い て有機溶剤業務に労働者を従事させるときは､ 有機溶剤の 区分 ( 第1 種有機溶剤､ 第2

種有機溶剤､ 第3 種有機溶剤) を
､

見やす い 場所に表示す る必要がある｡

(7)特定化学物質取扱作業 (特定化学物質等障害予防規則第1 Z 条の2)

ベ ンゼ ン などの特定化学物質を払拭する際に
､ テ ィ ッ シ ュ ペ ー パ ー や綿棒を使用する場合､ ふた又は栓

をした不浸透性の容器 に収め て おく等 の措置を講じる必要がある.

(8) M S D S(危険有害性デ
ー

タ シ ー

ト) ( 安衛法第1 0 1 条第z 項)

対象化学物質の
､

M S D S を周知するま で に は至 っ て い な い の が現状と考えられる の で ､ 関係者に 周知す

る手法に つ い て ､ 学内で統 一

した電子情報を活用するなど､ 効率的な手法の実現に向けて 検討する必要

がある｡
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･ 三 重大学工学部 健康安全の手引き

･ 早稲田大学大久保キ ャ ンパ ス安全 ガイド

･ 第
一

種衛生管理者ガイ ド
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